
 

 

様式第６号の３（工事）  

仙台市（R 文観観）指令第   号  

年    月    日  

 

支援事業者      様  

 

仙  台  市  長        印  

 

環境にやさしいクリーンな排水設備導入促進支援金交付決定通知書  

 

   年   月   日付で申請のあった環境にやさしいクリーンな排水設備導入促進支援金につい

て，仙台市補助金等交付規則（以下，「規則」という。）第６条及び環境にやさしいクリーンな排水設

備導入促進支援金交付要綱（以下，「要綱」という。）第１１条の規定に基づき，下記のとおり交付

することを決定したので通知します。  

なお，決定の内容及び交付の条件に不服がある場合は，申請取下届出書（様式第１１号）により，

要綱第１３条で定める期日（上記の交付決定日から１０日を経過する日）までに申請を取り下げるこ

とができます。  

記  

 

１ 事業場名称         

 

２ 支援対象事業の内容    工 事 

 

３ 交付決定額        金          円  

 

４ 支援金交付の条件  

(１)  規則及び要綱並びに以下の注意点の内容を遵守してください。  

(２ )  要綱第２０条の規定により交付決定が取り消された場合は，交付決定が取り消され，支援

金の全部又は一部の返還が求められます。この場合は，規則第１８条第１項に基づく加算金を

納付する必要があります。また，納期日までに返還しなかった場合，その未納付額につき規則

第１８条第２項に基づく遅延損害金を納付する必要があります。  

 (３)  支援対象事業の実施に際してその内容等に変更が生じた場合は，速やかに市長に報告し，

その承認を受けることが必要です。  

(４)  支援事業が完了した時は，速やかに実績報告書を市長に提出してください。  

(５ )  支援事業により取得した財産を，市長の承認を受けずに交付目的に反して使用することや

譲渡すること等は制限されています（財産の処分の制限の期間を経過した場合等は除く）。  

(６)  支援金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は，立入検査等を実施します。  

 

５ 交付決定回数及び交付決定金額の累計等  

 決定通知書の指令番号  交付決定額  交付決定累計額  交付可能残額（上限：50 ,000 千円）  

１      

２      

３      

４      

 


